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公 布 さ れ た 条 例 の あ ら ま し 

 

○ 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（条例第95号） 

１ 令和６年12月期の期末手当について、支給割合を100分の175に引き上げることとしました。（第１条による改正

後の第２条関係） 

２ 令和７年６月期以降の期末手当について、６月期の支給割合を100分の172.5に引き上げ、12月期の支給割合を100

分の172.5に引き下げることとしました。（第２条による改正後の第２条関係） 

３ その他 

(1) この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、２は、令和７年４月１日から施行することとし

ました。 

(2) １は、令和６年12月１日から適用することとしました。 

○ 滋賀県職員等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（条例第96号） 

１ 給料表の改定 

全ての給料表について、給料月額を引き上げることとしました。（第１条の規定による改正後の別表第１から別

表第５まで、第３条の規定による改正後の第７条および第４条の規定による改正後の第５条関係） 

２ 諸手当の改正 

(1) 初任給調整手当について、医師および歯科医師に係る手当額を引き上げることとしました。（第１条の規定に

よる改正後の第９条の２関係） 

(2) 令和６年12月期の期末手当について、支給割合を100分の127.5（特定幹部職員にあっては、100分の107.5）に

引き上げることとしました。 

また、定年前再任用短時間勤務職員の支給割合を100分の71.25（特定幹部職員にあっては、100分の61.25）に

引き上げることとしました。（第１条の規定による改正後の第20条、第34条および第37条関係） 

(3) 令和６年12月期の勤勉手当について、支給割合を100分の107.5（特定幹部職員にあっては、100分の127.5）に

引き上げることとしました。 

  また、定年前再任用短時間勤務職員の支給割合を100分の51.25（特定幹部職員にあっては、100分の61.25）に

引き上げることとしました。（第１条の規定による改正後の第21条、第34条の２および第37条の２関係） 

(4) 令和７年６月期以降の期末手当について、６月期の支給割合を100分の125（特定幹部職員にあっては、100分の

105）に引き上げ、12月期の支給割合を100分の125（特定幹部職員にあっては、100分の105）に引き下げることと

しました。 

また、定年前再任用短時間勤務職員について、６月期の支給割合を100分の70（特定幹部職員にあっては、100分

の60）に引き上げ、12月期の支給割合を100分の70（特定幹部職員にあっては、100分の60）に引き下げることと

しました。（第２条の規定による改正後の第20条、第34条および第37条関係） 

(5) 令和７年６月期以降の勤勉手当について、６月期の支給割合を100分の105（特定幹部職員にあっては、100分の

125）に引き上げ、12月期の支給割合を100分の105（特定幹部職員にあっては、100分の125）に引き下げることと

しました。 

また、定年前再任用短時間勤務職員について、６月期の支給割合を100分の50（特定幹部職員にあっては、100分
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の60）に引き上げ、12月期の支給割合を100分の50（特定幹部職員にあっては、100分の60）に引き下げることと

しました。（第２条の規定による改正後の第21条、第34条の２および第37条の２関係） 

(6) 任期付職員および任期付研究員の令和６年12月期の期末手当について、支給割合を100分の175に引き上げるこ

ととしました。（第３条の規定による改正後の第８条および第４条の規定による改正後の第６条関係） 

(7) 任期付研究員の令和７年６月期以降の期末手当について、６月期の支給割合を100分の172.5に引き上げ、12月

期の支給割合を100分の172.5に引き下げることとしました。（第５条の規定による改正後の第６条関係） 

３ その他 

(1) この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、２(4)、(5)および(7)は、令和７年４月１日から施

行することとしました。 

(2) １および２(1)については令和６年４月１日から、２(2)、(3)および(6)については同年12月１日から適用すること

としました。 

(3) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

○ 滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（条例第97号） 

１ 給料表の改定 

全ての給料表について、給料月額を引き上げることとしました。（第１条の規定による改正後の別表第１および

別表第２関係） 

２ 諸手当の改正 

(1) 令和６年12月期の期末手当について、支給割合を100分の127.5に引き上げることとしました。 

また、定年前再任用短時間勤務職員の支給割合を100分の71.25に引き上げることとしました。（第１条の規定

による改正後の第17条関係） 

(2) 令和６年12月期の勤勉手当について、支給割合を100分の107.5に引き上げることとしました。 

  また、定年前再任用短時間勤務職員の支給割合を100分の51.25に引き上げることとしました。（第１条の規定

による改正後の第18条、第31条の２および第35条の２関係） 

(3) 令和７年６月期以降の期末手当について、６月期の支給割合を100分の125に引き上げ、12月期の支給割合を100

分の125に引き下げることとしました。 

また、定年前再任用短時間勤務職員について、６月期の支給割合を100分の70に引き上げ、12月期の支給割合を

100分の70に引き下げることとしました。（第２条の規定による改正後の第17条関係） 

(4) 令和７年６月期以降の勤勉手当について、６月期の支給割合を100分の105に引き上げ、12月期の支給割合を100

分の105に引き下げることとしました。 

また、定年前再任用短時間勤務職員について、６月期の支給割合を100分の50に引き上げ、12月期の支給割合を

100分の50に引き下げることとしました。（第２条の規定による改正後の第18条、第31条の２および第35条の２関

係） 

３ その他 

(1) この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、２(3)および(4)は、令和７年４月１日から施行す

ることとしました。 

(2) １については令和６年４月１日から、２(1)および(2)については同年12月１日から適用することとしました。 

(3) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 
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